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「障害者」の「害」の表記について 

 「害」は悪い意味で使われる文字であり，不快感があるとの意見もあることか

ら，「障害者」に対する差別や偏見をなくする心のバリアフリーを推進し，ノー

マライゼーションの理念の普及を図るため，法律や制度に用いられる場合を除い

て，「障害」を「障がい」とひらがなで表記しています。 
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第１ 計画策定の趣旨等 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 本市においては，障害者総合支援法により策定が義務付けられている障害福祉

計画について，これまでに第１期から第６期まで（第５期計画から，児童福祉法

により策定が義務付けられている障害児福祉計画を包含し，一体として策定），

それぞれ３か年の計画を策定し，サービス提供体制の整備を進めてきました。 

 令和６年度からの「第７期函館市障がい福祉計画」は，障害者総合支援法第88

条および児童福祉法第33条の20に基づき，障害福祉サービスの提供体制等に係る  

令和８年度末の目標を設定するとともに，障害福祉サービスおよび相談支援，地

域生活支援事業ならびに障害児通所支援および障害児相談支援を提供するための

体制を総合的かつ計画的に確保することをめざし，策定するものです。 

２ 計画の位置付け 

 この計画は，障害者総合支援法に規定する市町村障害福祉計画および児童福祉

法に規定する市町村障害児福祉計画として策定するもので，障害者基本法第11条

第３項に基づき策定している「函館市障がい者基本計画」の実施計画として位置

付けられるものです。 

 この計画は，「ほっかいどう障がい福祉プラン」との整合性を図りながら，社

会福祉法に基づく「函館市地域福祉計画」，介護保険法に基づく「函館市介護保

険事業計画」，子ども・子育て支援法に基づく「函館市子ども・子育て支援事業

計画」およびその他の障がい者の福祉に関する事項を定めるものと調和を保ちな

がら策定します。 

３ 計画の期間 

 この計画は，国が定めた「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な

実施を確保するための基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第1 1 6号）」にお

いて，３年を１期とする計画として策定することとされていることから，令和６

年度から令和８年度までの３年間を計画の期間とします。 

４ 計画の策定体制 

 この計画は，関係団体等の代表者，関係機関の職員，一般公募の市民等により

構成される函館市障がい者計画策定推進委員会において検討するとともに，パブ

リックコメントの実施により，広く市民の意見を参考にした上で，策定するもの

です。 

５ 計画推進のための基本的事項 

(1) 計画の基本理念 

 障がいの有無にかかわらず，等しく基本的人権を享受するかけがえのない個

人として尊重されるよう，障がい者基本計画に掲げる「障がいのある人が生き

がいを持ち，自立し，安心して暮らせる共生社会の実現」という理念のもと，

障がいのある人がその有する能力と適性に応じ，自立した日常生活または社会
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生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービス等および障害児通所支援

等の提供をはじめとするさまざまな支援を行います。 

(2) 計画の基本的な方向 

 この計画の基本理念を踏まえつつ，地域全体で障がいのある人の生活を支え

ていくため，次の「７つの基本的な方向」を定め，施策の推進を図ります。 

① 障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

 共生社会を実現するため，障がいのある人の自己決定を尊重し，必要とす

る障害福祉サービスその他の支援を受けつつ，その自立と社会参加ひいては

包摂的（インクルーシブ）な社会の実現を図っていくことができるよう，障

害福祉サービス等および障害児通所支援等の充実を図ります。 

② 障がい種別によらないサービス提供の推進 

 障がい種別によらない一元的な制度のもとで，市が，障害福祉サービス等

の実施主体として，北海道および南渡島圏域の市町と連携しながら障害福祉

サービス等の充実に努めます。 

また，障害者総合支援法に基づく給付の対象となる発達障がい者，高次脳

機能障がい者および難病患者等については，障害福祉サービスの活用が促さ

れるよう，必要な情報を提供します。 

③ 入所等から地域生活への移行，地域生活の継続の支援，就労支援等の課題

に対応したサービス提供体制の整備 

 障がいのある人の自立支援の観点から，重度化・高齢化した人や精神病床

における長期入院患者等といった地域生活への移行や地域生活の継続等に課

題を抱える人であっても，希望する支援を受けられるように，地域の社会資

源を最大限に活用し，サービス提供体制の整備を進めます。 

④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

 地域共生社会の実現に向け，市民が主体的に地域づくりに取り組むための

仕組みづくりや制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとと

もに，地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら，包括的な

支援体制の構築に取り組みます。 

⑤ 障がいのある子どもの健やかな育成のための発達支援 

 障がいのある子どもおよびその家族に対し，身近な場所で，それぞれのニ

ーズに応じた質の高い専門的な支援を切れ目無く一貫して受けることができ

るよう，障害児通所支援等の充実を図ります。 

 また，障がいのある子どもが，障害児支援を利用し，地域の保育，教育等

の支援を受けることができるようにすることで，障がいの有無にかかわらず,

全ての子どもが共に成長できるよう，地域社会への参加や包摂（インクルー

ジョン）を推進します。 

 加えて，人工呼吸器を装着しているなど日常生活を営むために医療を要す

る障がいのある方（以下「医療的ケア児等」という。）といった専門的な支
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援を要する者に対して，各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な

支援体制を構築します。 

⑥ 障がい福祉人材の確保・定着 

 安定的な障害福祉サービス等の提供体制およびそれを担う人材の確保・定

着を図るために，専門性を高めるための研修の実施，多職種間の連携の推進,

障がい福祉の現場の魅力についての積極的な周知・広報等を行うとともに，

ＩＣＴ・ロボットの導入による事務負担の軽減，業務の効率化に関係機関等

と協力して取り組みます。 

⑦ 障がいのある人の社会参加を支える取組定着 

 障がいのある人の社会参加を促進するため，障がいのある人が障がいのな

い人と実質的に同等の情報を得られるようにするため多様な意思疎通支援を

講じて情報保障の確保を図ります｡ 

 特に，障害者による文化芸術活動の推進に関する法律を踏まえ，合理的配

慮の提供とそのための環境整備に留意しながら，障がいのある人が文化芸術

を鑑賞し，または，創造や発表等の多様な活動に参加する機会を確保するほ

か，視覚障がい者等が読書を通じて文字・活字文化の恵みを受け取るなど，

社会参加の多様なニーズを踏まえた環境の整備を推進します｡ 

 また，障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通支援に係る施策の

推進に関する法律を踏まえ，障がい特性に配慮した意思疎通支援者の養成な

どにより，障がい者等による情報の取得利用・意思疎通を推進します。 
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６ ＳＤＧｓの考え方 

 ＳＤＧｓは，持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略で,

全ての国際連合加盟国が2030年度までに取り組む行動計画として17の分野別の目

標と１６９項目の具体的な達成基準が掲げられ，我が国においても，2016年に「持

続可能な開発目標実施指針」を策定し，国をあげて取組を進めています。 

 本市では，個別行政分野における各種施策がＳＤＧｓの推進につながるものと

考えており，本計画においてもＳＤＧｓの視点を取り入れ，各施策を推進してい

きます。 
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 本計画における「７つの基本的な方向」について，ＳＤＧｓの視点から，特に

関連する17の目標を次のように掲げました。 

７つの基本的な方向 特に関連する 17 の目標 

① 障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

 

② 障がい種別によらないサービス提供の推進 

 

③ 入所等から地域生活への移行，地域生活の継続の支援,

就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

 

④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

 

⑤ 障がいのある子どもの健やかな育成のための発達支援 

 

⑥ 障がい福祉人材の確保・定着 

 

⑦ 障がいのある人の社会参加を支える取組定着 
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【参考１】 函館市障がい福祉計画の策定経過 

第１期 函館市障がい福祉計画（平成18～20年度） 

 基本指針に則して，平成23年度を目標において，地域の実情に応じ，サービス

の数値を設定 

 

第２期 函館市障がい福祉計画（平成21～23年度） 

〇第１期計画の進捗状況の分析・評価 〇第２期計画における課題の整理 

〇課題を踏まえた着実なサービス基盤整備に対する取組 

 

第３期 函館市障がい福祉計画（平成24～26年度） 

〇第２期計画の進捗状況の分析・評価 〇第３期計画における課題の整理 

〇障がい児支援施策の取組 〇課題を踏まえた着実なサービス基盤整備に対する取組 

 

第４期 函館市障がい福祉計画（平成27～29年度） 

〇サービス提供体制の現状とニーズ等の把握 

〇第３期計画における取組の状況 

 

第５期 函館市障がい福祉計画（平成30～令和２年度） 

 障害児福祉計画を包含し，一体として第５期計画を策定 

〇サービス提供体制の現状とニーズ等の把握 

〇第４期計画における取組の状況 

 

第６期 函館市障がい福祉計画（令和３～５年度） 

〇サービス提供体制の現状とニーズ等の把握 

〇第５期計画における取組の状況 

 

第７期 函館市障がい福祉計画（令和６～８年度） 

〇サービス提供体制の現状とニーズ等の把握 

〇第６期計画における取組の状況 

→ これらを念頭に置きつつ，成果目標およびサービス見込量を適切に設定 
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【参考２】「函館市障がい者基本計画」と「函館市障がい福祉計画」 

区分 函館市障がい者基本計画 函館市障がい福祉計画 

根拠
規定 

障害者基本法第11条第３項 障害者総合支援法第88条，児童福祉法第33条の20 

性格 
 障がいのある人のための施策に関する基
本的な事項を定める中長期の計画 

 ３年を１期として定める障害福祉サービ
ス等および障害児通所支援等の確保に関す
る計画 

計画
期間 

第２次：平成28年度～令和７年度（10か年） 
※障がい福祉計画に合わせ計画期間を１年延長予定 

第７期：令和６年度～令和８年度（３か年） 

計画 
の 
内容 

１ 生活支援 
２ 保健・医療 
３ 教育・育成 
４ 雇用・就労 
５ 社会参加 
６ 権利擁護・理解の促進 
７ 生活環境 
８ 情報・コミュニケーション 

１ 令和８年度末の達成に向けた地域生活
移行や就労支援および障害児支援等に係
る成果目標の設定 

２ 障害福祉サービス等，障害児通所支援
等の令和６年度から令和８年度までの各
年度における必要な量の見込み 

(1) 障害福祉サービス 

 ア 訪問系サービス 
・居宅介護 ・重度訪問介護 

・同行援護 ・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

 イ 日中活動系サービス 
・生活介護 ・療養介護 

・就労移行支援 ・就労定着支援 

・自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

・短期入所・就労選択支援 

 ウ 居住系サービス 
・共同生活援助 ・施設入所支援 

・自立生活援助 

(2) 相談支援 

 ア 計画相談支援 

 イ 地域移行支援 

 ウ 地域定着支援 

(3) 障害児支援 

 ア 障害児通所支援 
・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

 イ 障害児相談支援 

３ 上記２の必要な見込量を確保するため
の方策 

４ 市が実施する地域生活支援事業の種類
ごとの実施に関する事項 

５ その他障害福祉サービス等，地域生活
支援事業および障害児通所支援等の提供
体制の確保に関し必要な事項 
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【参考３】障害福祉サービス等の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者総合支援法 児 童 福 祉 法 

自立支援給付 

介 護 給 付 

居宅介護（ホームヘルプ） 
重度訪問介護 
同行援護，行動援護 
重度障害者等包括支援 

生活介護，療養介護 
短期入所（ショートステイ） 

施設入所支援 

訓練等給付 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 
宿泊型自立訓練 
就労移行支援，就労定着支援 
就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 
就労選択支援 
 

共同生活援助（グループホーム） 
自立生活援助 

自立支援医療 補 装 具 

計画相談支援 
地域移行支援，地域定着支援 

地域生活支援事業 

理解促進・研修啓発事業 
自発的活動支援事業 
相談支援事業 
成年後見制度利用支援事業 
成年後見制度法人後見支援事業 
意思疎通支援事業 
日常生活用具給付等事業 
手話奉仕員養成研修事業 
移動支援事業 
地域活動支援センター機能強化事業 
福祉ホーム 
その他事業 

北 海 道 

函 館 市 

・広域支援 ・人材育成 等 

児童発達支援 

放課後デイサービス 

保育所等訪問支援 

居宅訪問型児童発達支援 

福祉型障害児入所支援 

医療型障害児入所支援 

障害児相談支援 

※ 障害児入所支援の実施主体は， 
  都道府県 

   凡例： 訪問系 日中活動系 居住系 

専門性の高い意思疎通支援を行う
者の派遣事業 など 

支 援 

相 談 支 援 

※ 

地域生活支援促進事業 

地域生活支援事業 

障害者虐待防止対策事業 
成年後見制度普及啓発事業 
雇用施策との連携による重度障
害者等就労支援特別事業 
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第２ 障がいのある人およびサービス提供体制の現状 

１ 障がいのある人の現状 

 令和５年４月１日時点の身体障害者手帳，療育手帳および精神障害者保健福祉

手帳の交付者数ならびに特定医療費（指定難病）受給者証交付者数・特定疾患治

療研究事業給付（北海道指定）受給者数は，次のとおりです。 

(1) 身体障害者手帳 
 （単位：人） 

区  分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 構成比 

視覚障がい 

18 歳未満  2 0  1  1 0 1 5 

7.4% 18 歳以上 276 252 55 69 135 69 856 

計 276 252 56 70 135 70 861 

聴覚・平衡

機能障がい 

18 歳未満 0 8 6 0 0 4 18 

7.6% 18 歳以上 53 167 119 234 2 286 861 

計 59 175 125 234 2 290 879 

音声･言語･

そしゃく機

能障がい 

18 歳未満 

 

 0 0 0 

 

0 

1.1% 18 歳以上 6 73 42 121 

計 6 73 42 121 

肢体不自由 

18 歳未満 28 9 9 6 6 1 59 

50.1% 18 歳以上 1,003 1,089 1,230 1,686 510 225 5,743 

計 1,031 1,098 1,239 1,692 516 226 5,802 

内部障がい 

18 歳未満 8 0 5 1 

 

14 

33.8% 18 歳以上 2,581 24 496 803 3,904 

計 2,589 24 501 804 3,918 

合 計 

18 歳未満 38 17 21 8 6 6 96 

100.0% 18 歳以上 3,913 1,538 1,973 2,834 647 580 11,485 

計 3,951 1,555 1,994 2,842 653 586 11,581 

構 成 比 34.1% 13.4% 17.2% 24.6% 5.6% 5.1% 100.0%   

（資料：函館市福祉事務所） 

(2) 療育手帳 
 （単位：人） 

区 分 Ａ（重度） Ｂ（中・軽度） 計 構 成 比 

18 歳未満 91 453 544 17.1％ 

18 歳以上 920 1,709 2,629 82.9％ 

計 1,011 2,162 3,173 100.0％ 

構 成 比 31.9％ 68.1％ 100.0％  

（資料：函館市福祉事務所） 
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(3) 精神障害者保健福祉手帳 
 （単位：人） 

区 分 １級 ２級 ３級 計 構 成 比 

18 歳未満 0 3 10 13  0.4％ 

18 歳以上 190 1,812 1,165 3,167 99.6％ 

計 190 1,815 1,175 3,180 100.0％ 

構 成 比  6.0％ 57.1％ 36.9％ 100.0％  

（資料：函館市福祉事務所） 

(4) 難病 
（単位：人） 

区 分 計 構 成 比 

特定医療費（指定難病）受給者証交付者数 2,435 97.5％ 

特定疾患治療研究事業給付（北海道指定）受給者数 62  2.5％ 

計 2,497 100.0％ 

（資料：市立函館保健所） 

 ※ 令和２年（2020年）との比較 

 （単位：人） 

区 分 
令和２年度(2020 年度) 

（Ａ） 
令和５年度(2023 年度) 

（Ｂ） 
増 減 

(Ｂ－Ａ) 

身体障害者手帳 12,417 11,581 ▲836 

療育手帳 3,049 3,173  124 

精神障害者保健福祉手帳 3,046 3,180  134 

難病 2,298 2,497 199 

計 20,810 20,431 ▲379 
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２ 障害福祉サービス等の事業所整備状況 

 市内の障害福祉サービス等の事業所の整備状況は，次のとおりです。 

(1)【訪問系サービス】 
 （単位：か所） 

区 分 
事業所数 

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 

居宅介護 37 37 37 37 

重度訪問介護 34 34 33 31 

同行援護 13 14 13 13 

行動援護 1 1 1 1 

重度障害者等包括支援 0 0 0 0 

(2)【日中活動系サービス】 
（単位：か所，人） 

区 分 
R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 

事業所数 定員 事業所数 定員 事業所数 定員 事業所数 定員 

生活介護 17 662 17 662 17 660 19 700 

自立訓練(機能訓練) 1 10 1 10 1 10 1 10 

自立訓練(生活訓練) 4 38 4 38 3 32 3 32 

自立訓練(宿泊型) 1 20 1 20 1 20 1 20 

就労移行支援※ 5 139 8 159 9 170 8 152 

就労継続支援(Ａ型) 8 205 6 175 7 195 6 175 

就労継続支援(Ｂ型) 36 767 36 787 41 866 43 906 

就労定着支援 2 なし 2 なし 2 なし 2 なし 

療養介護 0 0 0 0 0 0 0 0 

短期入所 11 12+空床 15 16+空床 16 18+空床 15 18+空床 

※養成施設を含む。 

(3)【居住系サービス】 

（単位：か所，人） 

区 分 
R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 

事業所数 定員 事業所数 定員 事業所数 定員 事業所数 定員 

共同生活援助 18 253 19 265 26 328 26 340 

施設入所支援 6 348 6 348 6 348 6 348 

自立生活援助 0 － 0 － 0 － 2 － 
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(4)【相談支援】 
（単位：か所） 

区 分 
事業所数 

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 

計画相談支援 14 15 17 17 

地域移行支援 6 6 8 8 

地域定着支援 6 6 8 8 

(5)【障がい児支援】 
（単位：か所，人） 

区 分 
R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 

事業所数 定員 事業所数 定員 事業所数 定員 事業所数 定員 

児童発達支援 15 180 15 180 18 205 25 280 

医療型児童発達支援 1 20 1 20 1 20 1 20 

放課後等デイサービス 44 450 45 460 48 480 53 535 

保育所等訪問事業 2 ― 2 ― 2 ― 4 ― 

障害児相談支援 13 ― 13 ― 14 ― 14 ― 

(6)【地域生活支援事業】 

（単位：か所，人） 

区 分 
事業所数 

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 

障害者相談支援事業 2 2 2 2 

基幹相談支援センター事業 1 1 1 1 

代筆・代読支援員派遣事業 － － 6 6 

移動支援事業 12 12 10 10 

地域活動支援センター 6 6 6 5 

障害児等療育支援事業 1 1 1 1 

福祉ホーム 1 1 1 1 

訪問入浴サービス事業 3 3 3 2 

日中一時支援事業 25 25 25 25 
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第３ 第６期計画における取組状況 

 第６期計画において，サービス提供体制の確保のため重点的に取り組むことと

した６つの事項についての取組状況は，次のとおりです。 

１ 相談支援体制の充実と強化 

 基幹相談支援センターを中心に，17か所の相談支援事業所において，それぞれ

に配置された相談支援専門員によるサービス等利用計画等の作成や，障がいのあ

る人やその家族が抱える複合的な課題に対応しています。 

 また，基幹相談支援センターでは，社会福祉士等の資格を持つ専門職員を配置

し，相談支援事業者を訪問しての助言・指導の実施，研修会の開催など，人材育

成等の支援を行っています。 

 また，令和４年４月より，市内10か所の函館市地域包括支援センターを新たな

福祉拠点として位置付け，地域の相談支援体制の強化を図っています。 

 函館地域障害者自立支援協議会においては，地域における課題等を関係機関と

の連携を図りながら検討し，障がいのある人やその家族に対する支援を行ってい

ます。 

 さらに，障害者相談員など地域において相談支援に携わる人に対しても，研修

会や講座の開催などによりスキルアップを図っています。 

２ 障がいのある人の地域生活への移行促進 

 基幹相談支援センターを含め，８か所の事業所で地域移行に向けた普及啓発や

地域移行を希望する人に対する新しい生活の準備等の支援，地域生活の継続をめ

ざす「見守り」などの支援を行い，地域移行，地域定着の促進を図っています。 

 また，地域生活での主な受け入れ先として，共同生活援助（グループホーム）

が26か所（定員 340人）整備されており，日常生活上必要な支援を行っています｡ 

３ 地域社会の支え合い 

 函館市地域福祉計画に基づき，行政はもとより，市民，ボランティア，関係団

体などが，それぞれの立場で力を合わせ，相互に連携して，共に支え合う意識の

醸成を図るとともに，障がいのある人もない人も共に生活し，活動できる社会を

めざし，ノーマライゼーション推進事業などを実施しています。 

 また，福祉避難所の整備や避難行動要支援者名簿および個別避難計画の作成を

通じて，災害時に配慮が必要な人に対する対応の強化を図っています。 

４ 障がいのある人の就労の促進 

 函館公共職業安定所や道南しょうがい者就業・生活支援センターなどと連携し,

事業主への障がい者雇用の啓発や障がい者雇用促進フェアの開催により，一般就

労の拡大を図っています。 

 また，就労継続支援事業所等が生産する授産製品の認知度の向上や販売機会の

拡大を図るため，中心市街地の商業施設において販売イベントを開催しています｡ 
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５ 障がいのある子どもに対する支援の強化 

 障害児支援サービスは，利用ニーズの増加により，現在，97事業所（定員 835 

人）で実施しており，第５期計画策定時の54事業所（定員 480人）から着実に増

加しています。 

 また，適正なサービスの提供や質の向上を図るため，北海道と共同で実地指導

を行い，各事業所に対し助言・指導を行っています。 

 はこだて療育・自立支援センターでは，児童発達支援に加え，児童発達支援セ

ンターとしての機能である障害児相談支援および保育所等訪問支援を実施するな

ど，療育体制の強化を図り，地域の中核的な療育支援の機能を有する施設として

の役割を担っています。 

６ 権利擁護の推進 

 函館市成年後見センターでは，成年後見制度に関する業務を専門的・一元的に

行うとともに，市民後見・法人後見の支援を行っています。 

 また，障害者差別解消法について，国や北海道および関係機関・団体等と連携

した研修会や講習会の開催等の普及啓発活動を行っています。 

 その他に，虐待防止対策として，市に設置している障がい者虐待防止センター

において，障がい者虐待に関する通報・届出の受理，相談・助言・指導等や広報･

啓発活動を行っているほか，高齢者・障がい者虐待防止講演会を開催し，市内施

設職員に向けた障がい者虐待防止の周知啓発を行っています。 
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第４ 第７期計画における重点的な取組 

 第６期計画における取組状況と計画推進のための基本的事項を踏まえ，第７期

計画においては，以下の事項について重点的に取り組みます。 

１ 相談支援体制の充実と強化 

 障がいのある人が，地域において自立した日常生活や社会生活を送るため，多

様化するニーズや課題に対応し，重度化・高齢化した人であっても必要なサービ

スが利用できるよう，以下の点について取組を進めます。 

・ 市が任命している身体障害者相談員および知的障害者相談員が市民に身近な

存在であることを周知啓発し，相談員の活用を図るとともに障がい者が気軽に

相談できる相談体制を強化する。 

・ 基幹相談支援センターを中心とした「函館市障がい児・者あんしんネットワ

ーク」の機能を担う事業所登録数を増やし，「親亡き後」などを見据えた将来

の不安解消を含めた相談支援体制の強化を図る。 

・ 市内10か所の函館市地域包括支援センターにおいて，各福祉拠点と障がい支

援機関との連携を強化し，支援の充実を図る。 

・ 函館地域障害者自立支援協議会において，市，相談支援事業者，サービス提

供事業者，当事者および家族等が参加し，相談体制の強化について協議を進め

る。 

・ 研修会等を開催し，相談支援に携わる人材の育成やスキルの向上を図る。 

・ 障がい福祉に関する事業を担う人材確保のため，研修機会の周知・広報を行

う｡ 

２ 障がいのある人の地域生活への移行促進 

 福祉施設に入所している人に加え，特に重度化・高齢化した障がいのある人や

長期入院している精神障がいのある人の地域生活への移行を促進するため，以下

の点について取組を進めます。 

・ 基幹相談支援センターが中心となり，福祉施設や相談支援事業所等と連携し,

障がいのある人が地域で受けられる福祉サービスの周知や重度訪問介護等の障

害福祉サービスの利用促進を図り，地域移行と地域定着を進めていく。 

・ 共同生活援助（グループホーム）の新規整備や拡大に向けて，事業者に対し

各種補助制度の積極的な周知を行い，提供体制を確保する。 

・ 函館地域障害者自立支援協議会をはじめ，障がい者に関わる機関・団体等が

参画する場を活用し，障がいのある人に対する差別や偏見のない，あらゆる人

が共生できる包摂的（インクルーシブ）な社会の実現に向けた取組を推進する

ための意識醸成を行う。 

・ 函館地域障害者自立支援協議会地域定着部会において，精神障がい者にも対

応した地域包括ケアシステムの構築に向けた関係者間の協議を継続していく。 

３ 地域社会の支え合い 

 地域生活に移行した人が，安心して自立した生活を営むことができるよう，以

下の点について取組を進めます。 

・ 障がいに対する理解の促進および啓発のため，小・中学生を対象としたノー

マリー教室をはじめとしたノーマライゼーション推進事業を実施する。 
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・ 障がいのある人が地域で暮らし続けることができるように，国や北海道，他

市町村との連携のもと各種福祉サービス等を提供するほか，行政だけでは十分

に対応できないインフォーマルなサービスを関係団体等が協力し，補完できる

ような環境づくりを進める。 

・ 講演会や広報紙，リーフレット，ホームページなどを活用し，市民やボラン

ティア，関係機関・団体などの連携により障がいのある人を地域で支える意識

を醸成していく。 

・ 災害など緊急に避難が必要なときに手助けが必要な人に対し，地域で協力・

連携して支援を行うため，避難行動要支援者名簿および個別避難計画の作成と

定期的な見直しを行う。 

・ 近年の災害の発生状況や新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ，障害者

支援施設等に対し，平時から災害や感染症等の発生時におけるマニュアル整備

を指導するとともに，応援体制の構築を図る。 

 

４ 障がいのある人の社会参加の促進 

 障がいのある人が，その程度にかかわらず，社会に参加し，収入を得て，生き

がいを持って生活できるよう，個々のニーズや特性に配慮しながら，以下の点に

ついて取組を進めます。 

・ 函館公共職業安定所や道南しょうがい者就業・生活支援センター（すてっぷ)

などとの連携および函館地域障害者自立支援協議会就労部会などを活用し，障

がいのある人の一般就労の拡大を図る。 

・ 重度の障がいがある方の一般就労について，支援体制の強化を図る。 

・ 就労移行支援や就労継続支援，就労選択支援などの事業所の拡大について，

事業所に対する情報提供および相談・助言を行う。 

・ 障がいのある人の働く場の創出と社会参加および生きがいづくりの推進のた

め，農福連携や水福連携などをはじめ，さまざまな分野の活動について情報収

集を進め，連携・強化を図る。 

・ 授産製品の受注拡大による工賃向上のため，「函館市障害者就労施設等から

の物品等の調達方針」に基づき，障害者就労施設等の授産製品や役務に関する

調査と庁内部局等とのマッチングを行う。 

・ 就労継続支援事業所等が生産する授産製品の認知度の向上や販売機会の拡大

を図る。 

・ 障がい特性に配慮した意思疎通支援者の養成などにより，情報の取得利用と

意思疎通を推進する。 

・ 障がいのある人が文化芸術を鑑賞し，または創造や発表等の多様な活動に参

加する機会を確保するほか，視覚障がいのある人等が身近な地域において情報

提供が受けられるよう，地域の公共図書館や視覚障害者図書館等との連携を進

め，読書バリアフリーを推進する。 

５ 障がいのある子どもに対する支援の強化 

 障がいのある子どもおよびその保護者を支援するため，以下の点についての取

組を進めます。 

・ 障がいのある子どもを早期に発見し，早期に支援する体制を充実させるとと

もに，児童通所支援等のサービス量と質を確保する。 
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・ 保健・医療・福祉・教育・就労などの関係機関が相互に連携し，障がいのあ

る子どものライフステージに沿った，切れ目のない一貫した支援を提供してい

く｡ 

・ 障がいのある子どもやその保護者の希望に沿った利用ができるよう，保育所

や認定こども園，放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）等における受

け入れ体制を整備する。 

・ 障がいのある子ども一人ひとりのニーズに応じた支援を推進するため，通常

の学級や特別支援学級，通級指導教室において適切な指導・支援を行う特別支

援教育と関係機関との連携を進める。 

・ 人工呼吸器や経管栄養など，日常的な医療的ケアと医療機器が必要な医療的

ケア児等が安心して生活できるよう，医療的ケア児等とその家族へ適切な支援

を届けるコーディネーターの確保に努める。 

６ 権利擁護の推進 

 障がいのある人の権利と利益を擁護するため，以下の点について取組を進めま

す。 

・ 障がいを理由とする差別の解消や合理的配慮の提供などについて，市民や事

業者に対し，出前講座，ホームページなどを活用し，普及・啓発を図る。 

・ 函館市要援護高齢者・障がい者対策協議会をはじめ，障がいのある人に関わ

る様々な関係機関が参画する場を活用し，虐待の未然防止や早期発見，適切な

支援につなげるための協議を行い，協力体制や支援体制の強化を図る。 

・ 函館市成年後見センターによる成年後見制度の市民への周知と利用促進を図

り，市民後見，法人後見に関する支援を進める。 

・ 障害福祉サービス等の事業所の職員に対し，権利擁護の視点も含めた研修を

開催するとともに，職員がいきいきと支援に従事できるようにするための職員

の処遇改善等による職場環境の改善に向けた指導を実施する。 
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第５ 令和８年度の成果目標と第６期計画の進捗状況 

 計画の策定にあたり，国から示された指針に基づくとともに，第６期計画までの進

捗状況や障害福祉サービス等の利用状況と利用意向調査の結果等から本市の実情を踏

まえ，令和８年度の成果目標を設定しました。 

 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行                    

(1) 地域生活移行者数 

令和４年度末時点における福祉施設の入所者数は，5 3 6人です。 

本市では，国が示した値（地域生活移行者６％以上）を基本としながら，本市

の実情を踏まえ，施設入所者の約3 . 4％，18人が地域生活へ移行することを目標

とします。 

項 目 数 値 備 考 

基準日の全入所者数 Ａ 536人 令和４年度末の施設入所者数 

【令和８年度末目標値】 

地域生活移行者数  Ｂ 

18人 上記のうち，地域のグループ 

ホームや自宅等への移行者数 

（割合は,Ｂ÷Ａ）  3.4％ 

  ・第６期計画における進捗状況 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 累計 

(４年間) 
目標値 

見込み(※1) 

移行者数 ６人 １人 ２人 ３人 12人 19人 

 
基準日全入所
者数との比率 1.12% 0.18% 0.37% 0.56% 2.23% 3.6% 

全国比率(※2) 1.25% 1.09% 1.13% 1.22% 4.69% 6.0% 

※１ 令和５年度の見込み数：令和２年度から令和４年度までの移行者数の平均値 

   ※２ 全国比率は「成果目標に関する参考資料」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉

部企画課作成）から抜粋（令和４年以降は推計値） 
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(2) 減少見込入所者数 

 本市では，国が示した値（入所者数の５％以上を削減）を基本としながら，本

市の実情を踏まえ，施設入所者の約1 . 1％，６人分の入所者を減少させることを

目標とします。 

   

項 目 数 値 備 考 

基準日の全入所者数 Ａ 536人 令和４年度末の施設入所者数 

【令和８年度末目標値】 

減少見込み入所者数 Ｂ 

６人 上記のうち，令和８年度末時点の 

施設入所者数の見込みおよび減少 

数見込み（割合は，Ｂ÷Ａ）  1.1％ 

  ・第６期計画における進捗状況 

区 分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み(※) 目標値 

年度末現在の全入所者数  533人 539人 536人 533人 527人 

 基準日(令和４年度末) 

入所者数536人からの 

減少数   

 3人 ▲3人 0人 3人 9人 

 
基準日全入所者数と 

の比率 
0.6% ▲0.6% 0% 0.6% 1.6% 

全国比率 0.5% 0.8% 0.6% 2.5% 1.6% 

   ※ 令和５年度の見込み数：直近３年の減少者数の最大値 
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２ 一般就労への移行等                             

 (1) 一般就労移行者数 

本市では，国が示した値を勘案し，令和８年度中に令和３年度年間一般就労移

行者実績の1.28倍の72人が，就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行するこ

とを目標とします。 

  項 目 数 値 備 考 

令和３年度の 

年間一般就労移行者数 Ａ 
56人  

【令和８年度末目標値】 

目標年度の年間一般就労 

移行者数       Ｂ 

72人 
倍率は，Ｂ÷Ａ 

 1.28倍 

 Ｂのうち就労移行支援事業 

を通じて移行した者の数 
42人 

令和３年度の実績（32人）に国の示した倍率

(1.31倍)を乗じて得た数 

Ｂのうち就労継続支援Ａ型事業 

を通じて移行した者の数 
15人 

令和３年度の実績（12人）に国の示した倍率

(1.29倍)を乗じて得た数 

Ｂのうち就労継続支援Ｂ型事業 

を通じて移行した者の数 
15人 

令和３年度の実績（12人）に国の示した倍率

(1.28倍)を乗じて得た数 

  ・第６期計画における進捗状況 

区 分 令和２年度 令和 ３ 年 度 令和４年度 
令和５年度 

目標値 
見込み(※１) 

年間一般就労移行者数  39人 56人 60人 64人 72人 

 基準年度（令和元年度）実績57人

との倍率 
0.7倍 1.0倍 1.1倍 1.1倍 1.27倍 

全国の倍率(※２) 0.8倍 1.1倍 － － 1.27倍 

    ※１ 令和５年度の見込み数：（令和４年度移行者数60人）×前年増加率（1.07）＝６４人 

    ※２ 全国の倍率は「成果目標に関する参考資料」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課作成） 

       から抜粋 

(2) 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労移行者の割合 

 国の基本指針に基づき，令和８年度に就労移行支援事業所のうち，就労移行支

援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所を全

体の５割以上とします｡ 
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項 目 数 値 備 考 

令和８年度の 

就労移行支援事業所数   Ａ 
８か所  

【令和８年度末目標値】 

就労移行支援事業利用終了者に占める 

一般就労へ移行した者の割合   Ｂ 

４か所 
割合は，Ｂ÷Ａ 

 ５割 

(3) 就労定着支援事業の利用者数 

令和８年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち

令和３年度就労定着支援事業利用者実績の1.41倍の10人が就労定着支援事業を利

用することを目標とします。 

  項 目 数 値 備 考 

令和３年度の 

就労定着支援事業利用者 Ａ 
7人  

【令和８年度末目標値】 

就労定着支援事業の 

利用者数         Ｂ 

10人 
倍率は，Ｂ÷Ａ 

 1.41倍 

  ・第６期計画における進捗状況 

 就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業

を利用する者の割合（令和５年度一般就労者数（推計）72 人） 

区 分 令和２年度 令和 ３ 年 度 令和４年度 令和５年度 目標値 

就労定着支援事業 

利用者数 
６人 ７人 ７人 ８人 50人 

 
就労定着支援事業 

利用者の割合 
２割 １割 １割 １割 ７割 

    ※ 令和５年度の見込み数：（令和４年度利用者数７人）×平均増加率（1.08）＝８人 

      平均増加率：前々年度の増加率と前年度増加率の平均値 

(4) 就労定着支援事業の就労定着率 

就労定着支援事業の就労定着率については，国の基本指針に基づき，就労定着

支援事業のうち，就労定着率が７割以上の事業所が就労定着支援事業所全体の５

割となることを目標とします。 
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項 目 数 値 備 考 

令和８年度の 

就労定着支援事業所数   Ａ 
２か所  

【令和８年度末目標値】 

就労定着率が７割以上の 

就労定着支援事業所数  Ｂ 

１か所 
割合は，Ｂ÷Ａ 

 ５割 

    ※就労定着率：過去６年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち，雇用された通常の事業所に

42月以上78月未満の期間継続して就労している者または就労していた者の占める割合をい

う。） 

・第６期計画における進捗状況 

区 分 令和 ３ 年 度 令和４年度 令和５年度 目標値 

就労定着支援事業所数 ２か所 ２か所 ２か所 ３か所 

 就労定着率が８割以上の 

就労定着支援事業所数 
１か所 １か所 １か所 ２か所 

割合 ５割 ５割 ５割 ７割 

※ 令和５年度見込値 

※ 就労定着率：過去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着数の割合 

 

３ 障害児支援の提供体制の整備                         

(1) 児童発達支援センターの設置 

本市では，児童発達支援センターが２か所設置されております。障がいの重度 

化・重複化に対応し，児童発達支援センターを中核とした重層的な体制の構築を

目指すとともに，地域支援機能を強化することにより，障がいのある子どもの地

域社会への参加や包摂（インクルージョン）の推進を図ります。 

(2) 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービ

ス事業所の確保 

 本市では，主に重度心身障害児を支援する発達支援事業所および放課後等デイ

サービス事業所は既に１か所以上確保されておりますが，今後は，重症心身障害

児や医療的ケア児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を

受けられるよう地域におけるニーズを把握するとともに，課題の整理や地域資源

の開発等を行いながら，支援体制の充実を図ります。  
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(3) 医療的ケア児等を支援するための関係機関の協議の場の設置およびコーディネ

ーターの配置 

函館地域障害者自立支援協議会において協議を行うとともに，医療的ケア児等

と家族のための支援ガイドブックによる情報提供を行います。また，北海道が実

施する医療的ケア児等コーディネーター養成研修について関係者に周知し受講を

促すことで，修了者の増員を図ります。 

４ 相談支援体制の充実・強化等について                    

平成２７年度に設置した基幹相談支援センターにおいて，引き続き，様々な障が

い種別に対応した総合的・専門的な相談支援を実施します。 

また，地域における相談支援体制の強化を図るため，相談支援事業所の従事者に

対する指導，助言等を行うほか，地域における身近な相談窓口として令和４年度か

ら福祉拠点と位置付け，自立相談支援機関を併設した市内１０か所の地域包括支援

センターにおいて，各福祉拠点と障がい支援機関との連携を強化し，より適切な障

害福祉サービスの活用や専門的な相談支援への繋ぎなどによる支援の充実を図りま

す。 

さらに，函館地域障害者自立支援協議会において，関係機関が抱える困難ケース

などの個別事例の検討を行い，地域の支援体制のさらなる充実を図ります。 

項目名 令和４年度実績 

総合的・専門的な相談支援の実施 有 

地域の相談支援体制の強化 

 地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的

な指導・助言件数 
６０件 

地域の相談支援事業所の人材育成支援件数 １０件 

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 １２件 

福祉拠点（地域包括支援センター）における相談支援の実施 有 

協議会における個別事例の検討 

 
専門部会の設置数 ５ 

専門部会の実施回数（頻度） ６回（２か月毎） 
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５ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組の実施            

 函館市高齢者・障がい者虐待防止研修会などを通じて，障害福祉サービス事業所

従事者の資質の向上に取り組みます。 

さらに，障害福祉サービス事業所等に対する集団指導や指導監査を通じて，その

適正な運営の確保を図ります。 

また，北海道や函館地域自立支援協議会が実施する研修へ市職員が参加すること

により，障害福祉サービス等への理解を深め，適切な相談支援の実施に努めます。 

 

６ 地域生活支援の充実                            

 令和２年度から地域生活支援拠点（あんしんネットワーク）の運用を開始すると

ともに，地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るコーディネ

ーターを配置しており，引き続き，運用状況を函館地域障害者自立支援協議会で報

告し，年 1 回以上運用状況の検討を行います。 

また，障害福祉サービスの利用に係る障害支援区分認定調査により，強度行動障

がいを有する障がい者の支援ニーズを把握し，地域生活支援拠点（あんしんネット

ワーク）との連携に努め，必要な支援を行います。 

 

７ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築             

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し，保健，医療，福

祉関係者による協議の場を毎年度１回以上開催し，支援体制づくりを推進します｡ 
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第６ 障害福祉サービス等のサービス量の見込み 

 第６期計画におけるサービス量の実績および第７期計画における見込みは，以下の

とおりです。 

※ 「月あたり」の実績および見込みは，各年度末(３月)の実績および見込みを記載 

しています。 

  令和５年度の実績につきましては，令和５年５月の実績を記載しています。  

※ 「年あたり」の実績は，各年度における１年間の実績を記載しています。 

  令和５年度につきましては，当初の見込みの数値を記載しております。 

 

 

１ 障害福祉サービス 

(1) 訪問系サービス 

① 居宅介護（ホームヘルプ） 

障がいのある人の居宅で，入浴，排せつ，食事の介護などを行います。 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者などで，常に介護を必要とする人に，居宅における入浴，

排せつ，食事の介護や外出時における移動支援などを総合的に行います。 

③ 同行援護 

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に，外出時に同行し，移動に

必要な視覚的情報を提供するとともに，移動の援護や排せつ，食事等の介護な

どを行います。 

④ 行動援護 

知的障がいまたは精神障がいにより行動に著しい困難を有する人に，行動の

際の危険を回避するための必要な支援および外出時の支援などを行います。 

⑤ 重度障害者等包括支援事業 

 意思の疎通を図ることが困難で，常に介護を要し，その介護の必要性が著し

く高い人に，居宅介護や通所などの複数のサービスを包括的に提供します。 
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【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 時間  5,405 5,405 5,405 

     実 績   Ｂ 時間 5,318 5,344 5,239 5,003 

 
居宅介護 

見込 時間  3,839 3,839 3,839 

実績 時間 3,926 3,859 3,626 3,515 

重度訪問介護 
見込 時間  751 751 751 

実績 時間 781 780 817 776 

同行援護 
見込 時間  657 657 657 

実績 時間 585 662 712 639 

行動援護 
見込 時間  48 48 48 

実績 時間 26 43 84 73 

重度障害者等包括支援 
見込 時間  110 110 110 

実績 時間 0 0 0 0 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 時間  -61 -166 -402 

 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 人  428 428 428 

     実 績   Ｂ 人 427 414 416 407 

 
居宅介護 

見込 人  340 340 340 

実績 人 350 332 333 331 

重度訪問介護 
見込 人  8 8 8 

実績 人 7 10 6 7 

同行援護 
見込 人  70 70 70 

実績 人 63 61 60 54 

行動援護 
見込 人  9 9 9 

実績 人 7 11 17 15 

重度障害者等包括支援 
見込 人  1 1 1 

実績 人 0 0 0 0 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -14 -12 -21 

 

訪問系サービスの利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

 重度障害者等包括支援の利用は，ありません。  
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【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 時間 5,630 5,781 5,940 

 居宅介護 時間 3,711 3,722 3,733 

重度訪問介護 時間 1,064 1,173 1,282 

同行援護 時間 711 735 758 

行動援護 時間 87 118 157 

重度障害者等包括支援 時間 110 110 110 

 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 423 432 443 

 居宅介護 人 335 336 337 

重度訪問介護 人 7 8 9 

同行援護 人 60 62 64 

行動援護 人 20 27 36 

重度障害者等包括支援 人 1 1 1 

・利用人数について 

 特に記載のない限り，過去の伸び率等を勘案して見込むことを基本とします。 

 居宅介護，重度訪問介護は，地域移行に伴い利用人数の増を見込みました。 

 重度障害者等包括支援については，過去の利用実績はありませんが，今後利用

があるものとして見込みました。 

・利用時間について 

 令和２年度からの一人当たりの平均利用時間に利用人数を乗じて見込みました｡  
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(2) 日中活動系サービス 

① 生活介護 

常に介護を必要とする人に，主として昼間において，障害者支援施設などに

おいて，入浴，排せつ，食事の介護を行うとともに，創作的活動または生産活

動の機会を提供します。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 
人  1,022 1,032 1,042 

日  19,755 19,949 20,142 

     実 績   Ｂ 
人 982 884 936 940 

日 20,068 18,175 20,043 19,275 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -138 -96 -102 

日  -1,580 -94 -867 

 生活介護の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 943 949 955 

日 19,551 19,676 19,802 

 

・利用人数について 

過去の伸び率や地域生活への移行者数等を勘案して見込みました。 

 

・利用日数について 

令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡  
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② 自立訓練（機能訓練） 

障がいのある人が，自立した日常生活または社会生活ができるよう，身体機

能の向上のために必要な訓練を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 
人  10 10 10 

日  66 66 66 

     実 績   Ｂ 
人 5 7 13 3 

日 34 65 72 14 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -3 3 -7 

日  -1 -10 -52 

自立訓練（機能訓練）の利用状況は，第６期の見込みとほぼ同数でした。 

【 見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 8 9 10 

日 53 59 66 

 

・利用人数について 

過去の伸び率等を勘案して見込みました。 

 

・利用日数について 

令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡  
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③ 自立訓練（生活訓練） 

 障がいのある人が，自立した日常生活または社会生活ができるよう，生活能

力の向上のために必要な訓練を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 
人  43 43 43 

日  946 946 946 

     実 績   Ｂ 
人 22 19 30 29 

日 460 365 704 640 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -24 -13 -14 

日  -581 -242 -306 

 自立訓練（生活訓練）の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 33 38 43 

日 707 814 921 

・利用人数について 

 過去の伸び率等を勘案して見込みました。 

 

・利用日数について 

 令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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④ 就労選択支援 

障がいのある人が一般就労や就労系障がい福祉サービスを利用する前に，事

業者と共同で就労アセスメントを行い，能力や適性等に合った就労を選択でき

るようサポートします。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 10 10 10 

 過去の相談実績を基に見込みました。 

 

⑤ 就労移行支援 

 一般企業等への就労を希望する人に，一定期間，生産活動などの機会を提供

し，就労に要する知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  61 61 61 

日  917 917 917 

     実 績   Ｂ 
人 76 91 79 69 

日 1,325 1,568 1,153 1,068 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  30 18 8 

日  651 236 151 

 就労移行支援の利用状況は，第６期の見込みを上回りました。 

 【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 80 86 92 

日 1,294 1,391 1,489 

・利用人数について 

成果目標における一般就労移行者数を基本として見込みました。 

 

・利用日数について 

令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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⑥ 就労継続支援（Ａ型） 

 一般企業等での就労が困難な人に，雇用契約を結んで働く場を提供するとと

もに，知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  164 174 184 

日  3,226 3,423 3,619 

     実 績   Ｂ 
人 171 183 211 211 

日 3,635 3,627 4,089 4,035 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  19 37 27 

日  401 666 416 

就労継続支援（Ａ型）の利用状況は，第６期の見込みを上回りました。 

 【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 226 242 259 

日 4,497 4,816 5,154 

・利用人数について 

過去の伸び率等を勘案して見込みました。 

 

・利用日数について 

令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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⑦ 就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に，働く場を提供するとともに，知識および   

能力の向上のために必要な訓練を行います。Ｂ型では，雇用契約は結びません。 

 【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  867 910 956 

日  14,444 15,161 15,927 

     実 績   Ｂ 
人 886 913 995 1,004 

日 15,773 15,909 17,437 16,390 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  46 85 48 

日  1,465 2,276 463 

就労継続支援（Ｂ型）の利用状況は，第６期の見込みを上回りました。 

 【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 1,044 1,086 1,129 

日 18,030 18,755 19,498 

・利用人数について 

過去の伸び率等を勘案して見込みました。 

 

・利用日数について 

令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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⑧ 就労定着支援 

 就労移行支援等を利用し一般就労へ移行した人について，就労に伴う生活面

の課題に対し，就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問等により必要な

連絡調整や指導・助言を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 人  12 14 16 

     実 績   Ｂ 人 7 6 5 5 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -6 -9 -11 

 就労定着支援の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 6 8 10 

   成果目標における就労定着支援利用者を基本として見込みました。 

 

⑨ 療養介護 

 医療と常時介護が必要な人に，主として昼間に医療機関などにおいて機能訓

練や療養上の管理，医学的管理下での介護および日常生活の世話を行います｡ 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 人  45 45 45 

     実 績   Ｂ 人 42 41 36 38 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -4 -9 -7 

 療養介護の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 38 38 38 

 令和５年度と同数を見込みました。 
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⑩ 短期入所（福祉型，医療型） 

 居宅で障がいのある人を介護する人が病気などの場合に，短期間，障害者支

援施設などにおいて障がいのある人に入浴，排せつ，食事の介護などを行いま

す。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  27 31 36 

日  226 260 302 

     実 績   Ｂ 
人 27 22 32 32 

日 212 263 216 236 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -5 1 -4 

日  37 -44 -66 

 短期入所の利用状況は，第６期の見込みとほぼ同数でした。 

    

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 35 38 41 

日 297 322 348 

・利用人数について 

 過去の伸び率等を勘案して見込みました。 

・利用日数について 

 令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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(3) 居住系サービス 

① 共同生活援助（グループホーム） 

 共同生活を行う住居において，主に夜間，相談や入浴，排せつ，食事の介護

など日常生活上の援助を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 人  416 437 459 

     実 績   Ｂ 人 391 411 428 419 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -5 -9 -40 

 共同生活援助事業の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 435 453 462 

 過去の伸び率を勘案し，新規予定事業所の定員を加えて見込みました。 

 

② 施設入所支援 

 施設に入所している人に，主に夜間，入浴，排せつ，食事の介護などを行い

ます。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 人  535 531 527 

     実 績   Ｂ 人 533 539 536 538 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  4 5 11 

 施設入所支援の利用状況は，第６期の見込みを上回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 530 530 530 

 成果目標における地域生活への移行者数を勘案して見込みました。 
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③ 自立生活援助 

 障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する人に

定期的な巡回訪問または随時の対応により，円滑な地域生活に向けた相談・助

言等を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 人  4 5 6 

     実 績   Ｂ 人 0 0 2 2 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -4 -3 -4 

 自立生活援助の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 4 5 6 

 過去の実績および地域生活への移行者等を勘案して見込みました。 
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２ 相談支援 

(1) 計画相談支援 

 障害福祉サービスを利用するに当たって必要となるサービス等の利用計画を作

成するとともに，定期的にサービス等の利用状況を検証します。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 人  386 409 434 

     実 績   Ｂ 人 359 512 566 454 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  126 157 20 

計画相談支援の利用状況は，第６期の見込みを上回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 600 636 674 

過去の伸び率等を勘案して見込みました。 

 

(2) 地域移行支援 

 障害者支援施設または精神科病院を退所・退院する予定がある人に対し，住居

の確保，地域生活の準備等の入居支援や福祉サービスの見学・体験のための外出

への同行支援，地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を

行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 人  8 9 10 

     実 績   Ｂ 人 0 0 0 0 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -8 -9 -10 

利用実績はありませんでした。 
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【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 5 7  9 

   自宅へ地域移行した方の過去の実績を基に，各年度２名ずつ増加すると見込み

ました。 

 

(3) 地域定着支援 

 地域移行後に独居など地域生活が不安定な人に対し，夜間等も含む緊急時にお

ける連絡，相談等の支援を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

   第６期見込量 Ａ 人  4 5 6 

     実 績   Ｂ 人 0 0 0 0 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -4 -5 -6 

利用実績は，ありませんでした。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 3 4 5 

地域移行支援利用者の約半数が利用するものとして見込みました。 
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３ 障害児支援 

(1) 障害児通所支援 

① 児童発達支援 

 成長や発達に不安や遅れのある就学前の子どもを対象に，日常生活における

基本的な動作や，知識技術の習得，集団生活への適応を目的とした訓練等を行

います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  275 293 312 

日  2,610 2,784 2,967 

     実 績   Ｂ 
人 293 331 347 292 

日 2,842 2,633 3,306 2,910 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  56 54 -20 

日  23 522 -57 

児童発達支援の利用状況は，第６期の見込みを上回りました。  

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 392 432 477 

日 3,564 3,931 4,345 

・利用人数について 

年度初めのデータである令和５年度分を除き，過去の伸び率等を勘案して見込

みました。 

・利用日数について 

令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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② 放課後等デイサービス 

 学校に就学している障がいのある子どもを対象に，放課後や夏休み等の長期

休暇中において，日常生活に必要な訓練や指導などの療育を行うことにより，

障がい児等の自立を促進するとともに，放課後等の居場所づくりを行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  757 833 900 

日  8,501 9,355 10,107 

     実 績   Ｂ 
人 697 725 658 719 

日 8,060 8,099 9,587 9,636 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -32 -175 -181 

日  -402 232 -471 

放課後等デイサービスの利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 799 855 925 

日 10,131 10,841 11,729 

・利用人数について 

過去の伸び率や新規予定事業所の定員を加えて見込みました。 

・利用時間について 

 令和２年度からの一人当たりの平均利用時間に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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③ 保育所等訪問支援 

 障がい児施設で指導経験のある保育士等が，障がいや発達に遅れのある子ど

もが通う保育園等を訪問し，集団生活へ適応するための支援や，訪問先の施設

職員に支援方法の助言等を行います。 

 【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  16 19 22 

日  16 19 22 

     実 績   Ｂ 
人 14 9 15 15 

日 14 9 15 15 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -7 -4 -7 

日  -7 -4 -7 

   保育所等訪問支援の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

 【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 17 19 21 

日 17 19 21 

・利用人数について 

過去の伸び率等を勘案して見込みました。 

・利用日数について 

令和２年度からの一人当たりの平均利用日数に利用人数を乗じて見込みました｡ 
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④ 居宅訪問型児童発達支援 

 重度の障がいのため，障害児通所支援を受けるために外出することが著しく

困難な障がい児に対し，居宅を訪問し，日常生活における基本的な動作の指導

や知識技能の付与等の支援を行います。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 
人  2 3 4 

日  8 12 16 

     実 績   Ｂ 
人 0 0 0 0 

日 0 0 0 0 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -2 -3 -4 

日  -8 -12 -16 

 利用実績は，ありませんでした。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 2 2 2 

日 8 8 8 

 過去の利用実績はありませんが，一定のニーズがあるものとして見込みました｡ 
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(2) 障害児相談支援 

 障害児通所支援を利用するにあたって必要となる障害児支援利用計画を作成す

るとともに，定期的に障害児通所支援等の利用状況を検証します。 

【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

   第６期見込量 Ａ 人  115 130 147 

     実 績   Ｂ 人 106 115 152 136 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  0 22 -11 

 障害児相談支援の利用状況は，第６期の見込みを上回りました。 

【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 182 218 262 

 年度初めのデータである令和５年度分を除き，過去の伸び率等を勘案して見込

みました。 
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４ 地域生活支援事業 

(1) 必須事業 

① 理解促進研修・啓発事業 

 障がいのある人が日常生活上で生じる社会的障壁を除去するため，障がいの

ある人や障がい特性等への理解を深めることを目的とした研修・啓発等を行い

ます。 

【実績】 

 「ノーマライゼーション推進事業」として，学校や企業，地域などを対象とし

たノーマリー教室，市民が障害福祉サービス事業所等を訪問し，職員や利用者等

と交流する事業所等訪問，障がい者週間記念行事を実施し，その活動を周知する

情報誌を発行しています。 

 また，手話の普及，啓発および理解促進を図る「手話出前講座」や「小学生親

子手話講座」，授産製品の販売を通じ，障がいのある人への理解促進を図る「授

産製品販売促進事業」，障害者差別解消法の啓発，内部障がい等により援助や配

慮等を必要としていることが外見からは分かりにくい方が，周囲からの配慮を必

要としていることを知らせるヘルプマークの配付等を行っています。 

【見込み】 

「ノーマライゼーション推進事業」等を継続して実施し，障がいのある人への

理解促進を図ります。 

② 自発的活動支援事業 

 障がいのある人やその家族等が自発的に行う活動に対する支援を行います。 

【実績】 

「ボランティア活動支援事業」として，精神障がい者の自助グループであるボ

ランティア活動団体に対する支援を行っています。 

【見込み】 

「ボランティア活動支援事業」を継続して実施し，ボランティア活動団体への

支援を行います。 

③ 相談支援事業 

ア 障害者相談支援事業 

 障がいのある人やその家族からの相談に応じ，障害福祉サービス等の利用

援助や各種専門機関の紹介など必要な情報の提供や助言等を行うとともに，

虐待の防止・早期発見のための援助を行います。 
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【実績】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ か所  2 2 2 

    実 績   Ｂ か所 2 2 2 2 

差 引 き（Ｂ－Ａ） か所  0 0 0 

 現在，２か所の事業所で必要な支援を行っており，うち１か所は，基幹相

談支援センターとして運営しています。 

【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度  

第７期見込量 か所 2 2 2 

 今後も，２か所のうち，１か所は基幹相談支援センターとして障害者相談

支援事業を運営します。 

イ 基幹相談支援センター等機能強化事業 

 一般的な相談支援事業に加え，特に必要と認められる能力を有する専門的

職員の配置や，地域の相談支援事業者等に対する指導・助言，人材育成の支

援，地域移行に向けた取組等を実施し，相談支援機能の強化を図ります。北

斗市および七飯町との２市１町により実施しています。    

【実績】 

 社会福祉士等の資格を持つ専門職員の配置，相談支援事業者を訪問しての

指導・助言の実施および研修会を実施し，人材育成の支援等を行いました。 

【見込み】 

今後も，相談支援機能の強化を図ります。 

ウ 住宅入居等支援事業（居住サポート事業） 

賃貸契約による一般住宅への入居にあたって支援が必要な障がいのある人

に対し，必要な調整や家主への相談・助言等を通じて，地域生活の支援を行

います。 

【実績】 

相談支援事業として，住宅入居に関する相談にも対応しています。 

【見込み】 

今後も，対象者からの相談に応じ，生活の支援を行います。 
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④ 成年後見制度利用支援事業 

 障がいがあることにより，判断能力が不十分で，成年後見制度の利用が必要

な人に対し，一定の要件を満たす場合に，申立費用の助成や後見人等の報酬の

助成を行います。 

【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  35 45 59 

    実 績   Ｂ 人 23 32 42 57 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -3 -3 -2 

 函館市成年後見センターとの連携により，相談件数は増加傾向にあり，これ

に伴い市長申立等の対象となる事例も増加しています。 

【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度  

第７期見込量 人 68 79 90 

 市長申立の窓口が令和３年度から函館市成年後見センターとなったことによ

り，相談件数が増えたことから，対前年度の増加人数の平均を算出し，令和６

年度以降を見込みました。 

⑤ 成年後見人法人後見支援事業 

 成年後見制度を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備すると

ともに，市民後見人の活用を含めた法人後見の活動を支援します。 

【実績】 

   函館市成年後見センターにおいて，福祉事業者向け法人後見実施のための研

修会を開催しました。 

【見込み】 

 今後も，函館市成年後見センターにおいて，研修会を開催するなど，法人後

見の活動を支援します。 
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⑥ 意思疎通支援事業 

ア 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

聴覚，言語機能または音声機能の障がいのため，意思疎通に支障のある人

に対し，手話通訳者・要約筆記者を派遣します。北斗市および七飯町との２

市１町により実施しています。 

【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 件  1,331 1,331 1,331 

    実 績   Ｂ 件 1,027 1,172 1,318 1,312 

 手話通訳者 件 1,014 1,130 1,268 1,167 

 要約筆記者（手書き） 件 5 8 13 36 

 要約筆記者（ＰＣ） 件 8 34 37 109 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 件  -159 -13 -19 

主に，通院時や講演会，会議等での利用があります。 

【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度  

第７期見込量 件 1,312 1,312 1,312 

令和５年度と同数を見込みました。 

イ 手話通訳者設置事業 

 聴覚，言語機能または音声機能の障がいのため，意思疎通に支障のある人

を支援するため，専任の手話通訳者を配置します。 

【実績】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  2 2 2 

    実 績   Ｂ 人 2 2 2 3 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  0 0 1 

 現在，障がい保健福祉課に２人，亀田福祉課に１人，手話通訳者を配置し

ており，手話を必要とする聴覚障がい者からの相談等に対応しています。 

【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度  

第７期見込量 人 3 3 3 

令和５年度の人数と同数を見込みました。  
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ウ 代筆・代読支援員派遣事業 

 視覚障がいにより読み書きが困難な方に対し，本人に代わって読み書きを

行う代筆・代読支援員を派遣します。 

   【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 件     

    実 績   Ｂ 件   165 203 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 件     

   【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度  

第７期見込量 件 203 203 203 

     令和５年度の件数と同数を見込みました。 

⑦ 日常生活用具給付等事業 

 在宅の障がい者に対し，日常生活の便宜を図るため，日常生活用具の給付ま

たは貸与を行います。 

  【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 件  8,735 9,072 9,422 

    実 績   Ｂ 件 8,394 8,371 8,364 8,012 

 

介護・訓練支援

用具 

見込 件  17 17 17 

実績 件 8 16 11 13 

自 立 生 活 支 援 

用具 

見込 件  41 41 41 

実績 件 47 44 34 46 

在宅療養等支援 

用具 

見込 件  42 42 42 

実績 件 71 39 30 46 

情報・意思疎通

支援用具 

見込 件  207 207 207 

実績 件 160 135 142 236 

排 泄 管 理 支 援 

用具 

見込 件  8,424 8,761 9,111 

実績 件 8,107 8,128 8,143 7,667 

居 宅 生 活 動 作 

補助用具 

見込 件  4 4 4 

実績 件 1 9 4 4 

 差 引 き（Ｂ－Ａ） 件  -364 -708 -1,410 

日常生活用具給付等事業の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 
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【見込み（年あたり）】 

  区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 件 8,401 8,401 8,401 

 

介護・訓練支援用具 件 12 12 12 

自立生活支援用具 件 43 43 43 

在宅療養等支援用具 件 47 47 47 

情報・意思疎通支援用具 件 168 168 168 

排泄管理支援用具 件 8,126 8,126 8,126 

居宅生活動作補助用具 件 5 5 5 

令和２年度から令和５年度の平均件数で見込みました。 

  



 

51 

 

 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

 意思疎通を図ることに支障がある障がいがある人の自立した日常生活または

社会生活を支援するため，手話奉仕員を養成します。 

  【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  130 130 130 

    実 績   Ｂ 人 33 43 41 130 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -87 -83 0 

 講習の受講者は，定員を下回りました。 

  【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 130 130 130 

派遣事業のニーズに対応するため，事業を継続し，引き続き，受講者の確保

に努めます。 

人数は，各講習の定員の合計で見込みました。 

⑨ 移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がいのある人について，社会生活上必要不可欠な外

出および余暇活動等の社会参加のための移動を支援します。 

 

  【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 
人  40 40 40 

時間  335 335 335 

    実 績   Ｂ 
人 9 11 12 13 

時間 65 80 92 127 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -29 -28 -27 

時間  -255 -243 -208 

 移動支援事業の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

  【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 28 28 28 

時間 183 183 183 

 過去の実績および余暇活動における利用の増加を考慮して見込みました。 
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⑩ 地域活動センター機能強化事業 

 障がいのある人が地域活動支援センターに通所し，創作的活動または生産活

動などを行うための日中活動の場を提供します。 

  【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 
か所  6 6 6 

人  269 269 269 

    実 績   Ｂ 
か所 6 6 6 5 

人 400 361 355 329 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
か所  0 0 -1 

人  92 86 60 

 地域活動センター機能強化事業は，第６期の見込みを上回りました。 

  【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
か所 5 5 5 

人 329 329 329 

    令和５年度の事業所数および利用者数と同数を見込みました。 

  ⑪ 障害児等療育支援事業 

    障がいのある児童の地域生活を支えるため，療育に関する相談支援および地

域の施設等に対する専門的な相談支援を行います。 

  【実績】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ か所  1 1 1 

    実 績   Ｂ か所 1 1 1 1 

差 引 き（Ｂ－Ａ） か所  0 0 0 

    障害児等療育支援事業は，第６期の見込みと同数でした。 

  【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 か所 1 1 1 

    令和５年度と同数を見込みました。 
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  ⑫ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 

ア 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 

 身体障がい者福祉の概要や手話通訳または要約筆記の役割・責務等につい

て理解し，必要な技術等を習得した手話通訳者および要約筆記者の養成を行

います。 

   【実績】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  3 3 3 

    実 績   Ｂ 人 1 9 0 1 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  6 -3 -2 

     令和３年度は，函館開催のため受講者が見込みを上回りました。 

   【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 1 1 1 

     令和５年度と同数で見込みました。 

イ 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 

 盲ろう者の自立と社会参加を図るため，盲ろう者向けの通訳・介助員の養

成を行います。 

   【実績】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  2 2 2 

    実 績   Ｂ 人 1 0 0 1 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -2 -2 -1 

     盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業は，第６期の見込みを下回りまし     

た。 

   【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 1 1 1 

     令和５年度と同数で見込みました。 
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ウ 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 

 失語症者の自立と社会参加を図るため，失語症者とのコミュニケーション

手法等の指導を行い，意思疎通支援者を養成する事業です。 

【実績】 

 本事業は，北海道が実施していますが，市内に意思疎通支援者がいないた

め実績はありません。 

【見込み】 

 ニーズ等の把握に努め，北海道が開催している養成研修を活用し，意思疎

通支援者の確保を図ります。 

⑬ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 

ア 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

 聴覚に障がいのある人の自立と社会参加を図るため，市区町村を越える広

域的な派遣，複数市町村の住民が参加する障がい者団体等の会議，研修，講

演または講義等における派遣を可能とするため，手話通訳者または要約筆記

者を派遣します。 

   【実績】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  4 4 4 

    実 績   Ｂ 人 0 0 1 4 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -4 -3 0 

     手話通訳者・要約筆記者派遣事業は，第６期の見込みを下回りました。 

   【見込み】 

    区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 4 4 4 

 令和５年度と同数で見込みました。  
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   イ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 

     盲ろう者の自立と社会参加を図るため，コミュニケーションおよび移動等

の支援を行う盲ろう者向けの通訳・介助員を派遣します。 

   【実績】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  24 24 24 

    実 績   Ｂ 人 0 0 0 24 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -24 -24 0 

 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業は，第６期の見込みを下回りました。 

   【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 24 24 24 

 令和５年度と同数で見込みました。 
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 (2) 任意事業 

  ① 福祉ホーム 

    地域生活を支援するため，住居を必要とする精神に障がいがある人に，低額

な料金で，居室その他の設備を利用させるとともに，日常生活に必要な便宜を

供与します｡ 

  【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 
か所  1 1 1 

人  15 15 15 

    実 績   Ｂ 
か所 1 1 1 1 

人 15 15 15 15 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
か所  0 0 0 

人  0 0 0 

    市内に１施設があり，定員である15人が入居しています。 

  【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
か所 1 1 1 

人 15 15 15 

    令和５年度と同数を見込みました。 

  ② 訪問入浴サービス 

    歩行が困難で移送できない等の事情がある在宅の身体に障がいのある人に訪

問による入浴サービスを提供します。 

  【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 
人  4 4 4 

回  396 396 396 

    実 績   Ｂ 
人 6 8 10 7 

回 307 481 541 516 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  4 6 3 

回  85 145 120 

    訪問入浴サービスの利用状況は，第６期の見込みを上回りました。 

  【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 7 7 7 

回 516 516 516 

    令和５年度と同数で見込みました。  
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  ③ 中途障害者生活訓練 

    身体に中途障がいのある人に対し，自宅内およびその周辺地域等において，

歩行訓練や日常生活に必要な訓練および指導等を行います。 

  【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  1 1 1 

    実 績   Ｂ 人 0 0 0 1 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -1 -1 0 

    利用実績は，ありませんでした。 

  【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 1 1 1 

    令和６年度以降も１人の利用を見込みました。 

  ④ 日中一時支援 

    介護している家族が一時的に休息がとれるようにするとともに，障がいのあ

る人に日中活動の場を提供し，社会に適応するための日常的な訓練その他の支

援を行います。 

  【実績（月あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 
人  23 23 23 

回  118 118 118 

    実 績   Ｂ 
人 13 10 10 12 

回 106 81 63 71 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 
人  -13 -13 -11 

回  -37 -55 -47 

    日中一時支援の利用状況は，第６期の見込みを下回りました。 

  【見込み（月あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 
人 12 12 12 

回 71 71 71 

    令和５年度と同数を見込みました。 
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  ⑤ スポーツ・レクリエーション教室開催等 

    スポーツ・レクリエーションを通じて，障がいがある人の体力増強，交流，

余暇等に資するとともに障がい者スポーツを普及するため，各種スポーツ・レ

クリエーション教室等を開催します。 

  【実績】 

   現在，「障害者スポーツ教室開催事業」および「精神障害者ふれあい交流事 

業」を実施しています。 

  【見込み】 

   現在実施している事業を継続します。 

  ⑥ 障がい福祉のしおり発行事業 

    障がいに関する相談の窓口や関係機関が実施している制度等を周知するため,

障がい福祉のしおりを作成します。 

  【実績】 

   各種の制度を，年金，手当，保険・貸付制度，健康・医療，福祉サービス，各

種減免等に分けて，その概要を紹介した冊子を毎年度作成しています。 

  【見込み】 

   今後も事業を継続します。 
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  ⑦ 奉仕員養成研修事業 

    点訳または朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員，朗読奉仕員等を養成

研修します。 

  【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  80 80 80 

    実 績   Ｂ 人 13 22 16 80 

 

点 訳 
見込 人  40 40 40 

実績 人 7 8 9 40 

朗 読 
見込 人  40 40 40 

実績 人 6 14 7 40 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -58 -64 0 

   講座の受講者は，定員を下回っています。 

  【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

   第７期見込量 人 80 80 80 

 
点 訳 人 40 40 40 

朗 読 人 40 40 40 

   定員と同数とし，受講者の確保に努めます。 

 ⑧ 代筆・代読支援員養成事業 

    代筆・代読に必要な技術等を習得した支援員を養成します。 

  【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 30 30 30 
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  ⑨ 身体障害者自動車運転免許取得助成事業 

    就労その他の社会参加を促進するため，身体に障がいのある人を対象に，自

動車運転免許証の取得に要する費用の一部を助成します。 

  【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  3 3 3 

    実 績   Ｂ 人 2 0 0 2 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -3 -3 -1 

    身体障害者自動車運転免許取得事業の利用状況は，第６期に見込みを下回り

ました。 

  【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 2 2 2 

    令和５年度と同数を見込みました。 

  ⑩ 重度身体障害者用自動車改造助成事業 

    就労その他の社会参加を促進するため，身体に重度の障がいのある人が自ら

所有する車を改造した場合に，その費用の一部を助成します。 

  【実績（年あたり）】 

区 分 単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度  

  第６期見込量 Ａ 人  6 6 6 

    実 績   Ｂ 人 3 1 4 4 

差 引 き（Ｂ－Ａ） 人  -5 -2 -2 

    重度身体障害者用自動車改造助成事業は，第６期の見込みを下回りました。 

  【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 4 4 4 

    令和５年度と同数を見込みました。 
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５ 地域生活支援促進事業 

 (1) 障害者虐待防止対策支援事業 

  障がい者虐待の迅速な対応を行うため，事前に障害者支援施設等に依頼し，居

室の確保を行うとともに，緊急一時保護を要する虐待が発生した場合に，虐待を

受けた障がい者の受入れを支援します。 

【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 か所 20 20 20 

  

  (2) 成年後見制度普及啓発事業 

  知的障がい等により判断能力が十分でない方の権利擁護を図るため，成年後見

制度の普及啓発を目的とした研修会の開催や広報活動を函館市成年後見センター

に委託して実施します。  

【見込み】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 か所 1 1 1 

    

  (3) 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業 

    重度の障がいがある方に対して，通勤時や職場等において重度訪問介護，同行

援護，行動援護の障害福祉サービスと同等のサービスを提供できるよう，国の雇

用施策との連携により実施します。 

【見込み（年あたり）】 

区 分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

第７期見込量 人 2 3 4 
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第７ 計画の推進 

１ 関係機関との連携 

 障害福祉サービス等，障害児通所支援等および地域生活支援事業を円滑に実施

するためには，事業者や関係団体等と行政との連携が重要であることから，函館

地域障害者自立支援協議会を核としたネットワークを充実・強化していきます｡ 

２ 国および北海道との連携 

 国および北海道と連携しながら，制度改正などの動向を的確に把握し，施策を

推進していくとともに，本市の実情や課題などを踏まえ，国および北海道に対し,

制度の改善や財政措置の充実などについて要望していきます。 

３ 計画の進行管理 

計画の推進にあたっては，ＰＤＣＡサイクル※
 により評価・点検を行います。 

 

※ ＰＤＣＡサイクル 

 業務管理などにおいて，「Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→

Act（改善）」という一連のプロセスを繰り返し行うことで，業務の改善や効

率化を図る手法の 1 つです。 

 

具体的には，次のとおりとなります。 

 

(1) 計画の策定（Ｐｌａｎ） 

 国の基本指針等に基づき，障がいのある方や関係者等の意見を反映しながら

本計画を策定します。 

(2) 施策の推進（Ｄｏ） 

 作成した計画を広く周知するとともに，本計画に基づき，目標の達成に向け

て取組を実施します。 

(3) 評価・点検（Ｃｈｅｃｋ） 

 障害福祉サービス等の利用や地域生活への移行の状況など，計画の進捗状況

について，函館市障がい者計画策定推進委員会において点検・評価を行います｡ 

(4) 改善（Ａｃｔ） 

 点検・評価の結果を受けて，必要に応じ，施策の見直しや新規施策の追加な

ど計画の見直しを行います。 


